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マイナンバーカードに関する休日窓口を開設します

　役場では、マイナンバーカードの休日窓口を開設しますので、お気軽にご利用ください。

●開設日時　３月21日(日)　８時30分～12時

●場　　所　役場１階　住民税務課住民環境班窓口

●対象の手続き

【マイナンバーカードの交付】

　▽対象者　　　個人番号カード交付通知書（申請後、役場にカードが届いた方にお送りするハガキ）が届いた方

　▽必要なもの　個人番号カード交付通知書に記載がありますので、ご確認ください。

【マイナンバーカードの申請】

　▽対象者　　　マイナンバーカードをまだお持ちでない方

　▽必要なもの　１.マイナンバーカード交付申請書(現在、国ではマイナンバーカードをまだお持ちでない方を対象に、

　　　　　　　　　 申請書を郵送しています。お手元に届いている方はお持ちください。役場でも再発行できます。)

　　　　　　　　２.本人確認書類（運転免許証や保険証など）

【マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の更新】

　▽対象者　　　国から「電子証明書の有効期限通知書」が届いた方

　▽必要なもの　１.電子証明書の有効期限通知書

　　　　　　　　２.マイナンバーカード

●その他　証明発行業務や転出入等の手続きはできませんのでご了承ください。

●問い合わせ　役場住民税務課　☎(６４)１４７1
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令和３年度保育料と保育園副食費のおしらせ

●保育料の減額・免除について

　次に当てはまる方は、保育料が減額となる場合があります。

(１)ひとり親家庭など(特例適用世帯)

(２)第２子、第３子以降の子どもについて保育料が半額または無料になる場合があります。

　①全ての階層共通

入園児のうち２番目の年長者である３歳未満児について保育料が半額に、３番目以降の子どもについて無料となります。

　②Ｃ１～Ｄ１-１階層（特例適用世帯以外の世帯）

入園児に保護者と生計を一にする兄弟がいる場合、兄弟の年齢にかかわらず、第２子目の３歳未満児については保育

料が半額に、第３子以降の子どもは保育料が無料となります。

　③Ｃ１～Ｄ２-１階層（特例適用世帯）

入園児に保護者と生計を一にする兄弟がいる場合、兄弟の年齢にかかわらず、第２子目以降の３歳未満児は、保育料

が無料となります。

(３)婚姻歴のないひとり親の方(令和３年４月～８月分までは申請により軽減、９月分以降は申請なしで軽減されます。)

●保育園副食費の免除について

　・同一世帯から２人以上入園している場合、入園児のうち３番目の年長者である３歳以上児の副食費は無料となります。

　・上の表中の世帯の階層区分がＡからＤ１-１階層までの世帯の副食費は無料となります。

　・Ｄ１-２階層およびＤ２-１階層の特例適用世帯(ひとり親家庭等)の副食費は無料となります。

●問い合わせ　役場健康福祉課☎(６４)１４７２

３歳以上児 ３歳以上児

在籍する児童の属する世帯の階層区分
保育料月額

※（　）は特例適用世帯
保育園副食費月額

※（　）は特例適用世帯

３歳未満児

24,000円未満

24,000円以上～48,600円未満

48,600円以上～57,700円未満

57,700円以上～64,000円未満

64,000円以上～77,101円未満

77,101円以上～80,000円未満

80,000円以上～97,000円未満

97,000円以上～121,000円未満

121,000円以上～145,000円未満

145,000円以上～169,000円未満

169,000円以上～235,000円未満

235,000円以上～301,000円未満

301,000円以上
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A

B

C1

C2

C3

D1-1

D1-2

D2-1
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D8

D9

生活保護法による被保護世帯など

村民税非課税世帯

村民税均等割のみ課税世帯

無料

（単位：円）

※４月～８月分については前年度課税額で算定します。


